
これまでの電力供給システムは、伝統的な垂直統合型の「一般

電気事業者」、一般電気事業者へ電気を供給する当社を含む

「卸電気事業者」と「卸供給事業者」、ならびに「新電力（特定

規模電気事業者）」などから成り立っていました。このうち、卸 

供給事業者および新電力は、電気事業制度の自由化の流れの

中で、1995年以降、電気事業法の改正により制度化された 

事業者で、電力会社以外の事業者が電力会社への卸供給や 

電力小売に参入できるようになりました。また、2005年から

は日本卸電力取引所（JEPX）での電力取引も開始されてい 

ます。東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故を契機に

発電コストが増嵩
すう

し、電力需給が逼迫する中で、政府はエネル

ギー政策を再構築していく一環として、電力システム改革を

進めています。

　電力システム改革の目的は、「安定供給を確保すること」 

「電気料金を最大限抑制すること」「需要家の選択肢や事業者

の事業機会を拡大すること」の3つです。これらの目的を達成

するべく電力システム改革は、「広域系統運用の拡大」「小売

および発電の全面自由化」「法的分離の方式による送配電 

部門の中立性の一層の確保」の3段階で進められます。

　これまで、2013年4月に閣議決定された「電力システムに

関する改革方針」に基づき、2013年11月に電気事業法が 

改正され、2015年4月に電力広域的運営推進機関が発足しま

した。また、2014年6月の電気事業法改正により、2016年 

4月に小売参入全面自由化および卸規制＊1の撤廃が実施 

されました。さらに、2015年6月には送配電部門の法的分離

や小売規制料金の経過措置解除＊2に関する電気事業法改正が

実施されました。

　さらに、2017年2月の「電力システム改革貫徹のための 

政策小委員会中間とりまとめ」において、さらなる競争活性化

策としてのベースロード電源市場の創設や、連系線利用ルー

ルの見直しについて方向性が示されるとともに、エネルギー

政策との整合性などの公益的課題の解決に向けて、容量市場

や非化石価値取引市場、需給調整市場など新たな市場の創設

の方向性が示され、諸制度の詳細設計が進められています。

＊1   一定の規模・期間を超える一般電気事業者に対する電気の供給は、原価主義により料金
を算定し、経済産業大臣に届け出ることとなっていました。

＊2   小売規制料金の経過措置解除は、国が競争の進展状況を確認したうえで実施すること
となっています。

日本の電力供給システム

供給計画のとりまとめ、全国大での平常時・緊急時の需給調整など

各種市場の整備

連系線利用ルールの見直し

中立性確保状況の監視、市場監視など

小売規制料金の経過措置

送配電部門の
法的分離

事業者ごとに競争
状態を見極め解除

間接オークション
導入

非化石価値取引市場
一部取引開始

容量市場
取引開始

（2024年度受け渡し開始）

間接送電権市場
取引開始

ベースロード市場
取引開始

（2020年度受け渡し開始）

需給調整市場
一部取引開始
（2021年度）

ライセンス制導入 
（発電・送配電・小売）

卸規制の撤廃

電力・ガス取引監視
等委員会設立

小売全面自由化

電力広域的運営
推進機関設立

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2024

第1段階 第2段階 第3段階

電力システム改革の工程表

電力システム改革
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IPP以外の
発電事業者・
新電力

卸電気
事業者

（J-POWERなど）

卸供給
事業者
（IPP）

自由化部門の需要家
（工場、オフィスビルなど）

規制需要家
（家庭など）

特定電気
事業者

特定地点の
需要家

地域独占、
料金規制

参入自由化、
自由料金

地域独占・
垂直一貫

ネットワーク利用
（託送供給）

出所：『電力システム改革後の電力産業の姿について』（総合資源エネルギー調査会）から作成

自家消費

自家発電

小 売

発 電

送配電

新電力
（特定規模
電気事業者）

一般電気事業者

自家消費

自家発電

すべての需要家

参入自由化             自由料金

競争と多様性
参入拡大 発電事業者

ネットワーク利用
（託送供給）

出所：『電力システム改革後の電力産業の姿について』（総合資源エネルギー調査会）から作成

送配電事業者
（情報の目的外利用の禁止、

特定事業者の差別的取り扱いの禁止など）

小売電気事業者

公平性・中立性
地域独占

競争と多様性
参入拡大

発 電

送配電

小 売

改革後の電力供給システム

2016年3月までの電力供給システム
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